
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  有価証券の評価                      

Ｑ：有価証券は期末において、どのように

評価すればいいのですか？                                 

                                              

Ａ：売買目的有価証券と売買目的外有価証

券とで評価が違います。 

【解説】 

法人税法では、有価証券を保有目的に応じ

て、大きく売買目的有価証券と売買目的外有

価証券に区分しており、さらに売買目的外有

価証券については、満期保有目的等有価証券

とその他有価証券に区分しています。期末の

評価額は、それぞれ次のようになっています。 

 ①売買目的有価証券 

  売買目的有価証券とは、短期的な価格の変

動を利用して利益を得る目的で取得した有

価証券をいい、これらの有価証券には時価

法が適用され、時価と帳簿価額との差額が

評価益又は評価損として税務上の益金又は

損金の額に算入されます。 

  また、売買目的外有価証券とは、売買目的

有価証券以外に区分される有価証券をいい、

償還有価証券と償還有価証券以外の有価証

券に区分し、それぞれ次のように評価しま

す。 

 ②償還有価証券 

  償却原価法により計算した金額をもって期

末評価額とし、金利調整差額としてその帳

簿価額に加算又は減算した金額は、その事

業年度の益金の額又は損金の額に算入しま

す。 

 ③償還有価証券以外の有価証券 

  原価法が適用され、帳簿価額で評価します。 
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